
基発第0804003号

平成 18年 8月 4 日

厚生労働省労働基準局長

( 公 印 省 略 )

都道府県労働局長 殿

｢労災診療費請求内訳書｣(レセプト)様式の一部改正について

｢労災診療費請求内訳書｣(レセプ ト 診機様式第2号及び第4号)の様式

については､平成10年 2月24日付け基発第64号 (改正平成 12年 12月

25日付け基発第767号)により取扱っているところであるが､今般､同様

式を別添のとおり改正し､平成 18年 10月1日以降の請求分から取扱うこと

としたので､労災保険指定医療機関及び財団法人労災保険情報センター地方事

務所に対して周知を図るとともに､診療費に係る事務処理に遺漏なきを期され

たい｡

なお､社団法人日本医師会長あて別紙 1により､財団法人労災保険情報セン

ター理事長あて別紙 2により周知方等依頼済であることを申し添える｡

おって､改正後の様式については本省で一括印刷の上､8月末日を目途に管

理換えする予定である｡
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基発第0804004号

平 成 18年 8月 4 日

厚生労働省労働

(別紙 1)

社団法人 日本医師会長 殿

｢労災診療費請求内訳書｣(レセプ ト)様式の一部改正について

今般､｢労災診療費請求内訳書｣(レセプ ト 診機様式第 2号及び第4号)

を別添のとおり改正 し､平成 18年 10月 1日以降の請求分から取扱 うことと

いたしましので､都道府県医師会並びに貴会会員に対する周知につきまして､

特段の御配意をお願いいたします｡
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財団法人労災保険情報センター理事長 殿
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(別紙 2)

基発第0804005号

平成 18年 8月 4 日

｢労災診療費請求内訳書｣(レセプト)様式の一部改正について

今般､｢労災診療費請求内訳書｣(レセプ ト 診機様式第 2号及び第 4号)

を別添のとおり改正 し､平成 18年 10月 1日以降の請求分から取扱 うことと

したので､貴地方事務所に対して周知徹底するとともに､診療費に係る事務処

理に遺漏なきようお願いします｡

また､労災保険指定医療機関等に対する周知についても協力をお願いします｡


